
非非上上場場株株式式等等にに係係るる相相続続税税・・
贈贈与与税税のの納納税税猶猶予予制制度度のの検検証証

平
成
21
年
度
税
制
改
正
で
創

設
さ
れ
た
「
非
上
場
株
式
等
に

係
る
相
続
税
・
贈
与
税
の
納
税

猶
予
制
度
」
は
、
当
初
は
適
用

要
件
の
厳
し
さ
等
に
よ
り
事
業

承
継
問
題
解
決
の
た
め
の
有
効

な
手
段
と
言
え
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
利
用

件
数
（
平
成
26
年
2
月
末
時
点

で
贈
与
税
の
納
税
猶
予
の
認
定

3
0
3
件
、
相
続
税
の
納
税
猶

予
の
認
定
5
2
1
件
）
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
数
度
の
改
正
、
特

に
平
成
25
年
度
の
抜
本
的
な
改

正
に
よ
り
使
い
勝
手
が
格
段
に

向
上
し
た
こ
と
か
ら
、
現
状
の

「
非
上
場
株
式
等
に
係
る
相
続

税
・
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制

度
」
が
、
事
業
承
継
問
題
解
決

の
た
め
の
有
効
な
手
段
と
な
る

の
か
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
る
。

Ⅰ

納
税
猶
予
・
免
除
の
流
れ

①
株
式
等
の
贈
与
・
相
続

○
先
代
経
営
者
か
ら
後
継
者

へ
一
定
以
上
の
非
上
場
株
式

等
を
贈
与
す
る
（
贈
与
税
の

特
例
の
場
合
）。

○
先
代
経
営
者
の
死
亡
に
よ

り
後
継
者
が
非
上
場
株
式
等

を
相
続
す
る
（
相
続
税
の
特

例
の
場
合
）。

←

②
贈
与
税
（
相
続
税
）
の
申
告

期
限
ま
で

○
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を

受
け
る
。

○
贈
与
税
（
相
続
税
）
の
申

告
書
及
び
一
定
の
書
類
を
申

告
期
限
ま
で
に
納
税
地
の
所

轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
と

と
も
に
担
保
を
提
供
す
る
。

←

③
贈
与
税
（
相
続
税
）
の
申
告

期
限
の
翌
日
か
ら
5
年
を
経

過
す
る
日
ま
で

○
報
告
書
を
毎
年
地
方
経
済

産
業
局
に
提
出
し
、
確
認
を

受
け
る
。

○
継
続
届
出
書
を
毎
年
所
轄

税
務
署
長
に
提
出
す
る
。

←

④
贈
与
税（
相
続
税
）の
申
告
期

限
の
翌
日
か
ら
5
年
経
過
後

○
継
続
届
出
書
を
3
年
毎
に

所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す

る
。←

⑤
免
除
事
由
の
発
生

○
先
代
経
営
者
の
死
亡
や
後

継
者
の
死
亡
等
の
免
除
事
由

の
発
生
に
よ
り
、猶
予
税
額
の

全
部
又
は
一
部
が
免
除
さ
れ

る（
贈
与
税
の
特
例
の
場
合
）。

○
後
継
者
の
死
亡
等
の
免
除

事
由
の
発
生
に
よ
り
、
猶
予

税
額
の
全
部
又
は
一
部
が
免

除
さ
れ
る
（
相
続
税
の
特
例

の
場
合
）。

Ⅱ

制
度
の
主
な
内
容

1
�
適
用
を
受
け
る
た
め
の
要

件
等

①
特
例
の
対
象
限
度
数

贈
与
前
（
相
続
前
）
か
ら
後

継
者
が
既
に
保
有
し
て
い
た
株

式
等
を
含
め
、
発
行
済
株
式
等

の
総
数
の
3
分
の
2
に
達
す
る

ま
で
の
株
式
等
の
数
が
特
例
の

対
象
と
な
る
。

②
経
済
産
業
大
臣
の
認
定

③
贈
与
税
（
相
続
税
）
の
申
告

及
び
担
保
提
供

④
対
象
と
な
る
会
社
の
要
件

経
営
承
継
円
滑
化
法
第
2
条

に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
に
該

当
す
る
こ
と
等
。

⑤
先
代
経
営
者
（
贈
与
者
又
は

被
相
続
人
）
の
要
件

会
社
の
代
表
権
を
有
し
て
い

た
こ
と
等
。

⑥
後
継
者
（
受
贈
者
又
は
相
続

人
等
）
の
要
件

一
定
の
時
に
お
い
て
会
社
の

代
表
権
を
有
し
て
い
る
こ
と

等
。

⑦
報
告
書
（
地
方
経
済
産
業

局
）
及
び
継
続
届
出
書
（
税
務

署
）
の
提
出

2
�
猶
予
税
額

①
贈
与
税

特
例
対
象
の
非
上
場
株
式
等

に
係
る
贈
与
税
額
と
し
て
一
定

の
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金

額
。

②
相
続
税

特
例
対
象
の
非
上
場
株
式
等

の
80
％
に
対
応
す
る
相
続
税
額

と
し
て
一
定
の
方
法
に
よ
り
計

算
し
た
金
額
。

3
�
納
税
猶
予
が
打
ち
切
ら
れ

る
主
な
ケ
ー
ス

①
後
継
者
が
代
表
権
を
有
し
な

い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
や

む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場

合
を
除
く
）

②
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
1
年

を
経
過
す
る
ご
と
の
日
（
各

第
1
種
基
準
日
）
に
お
け
る

常
時
使
用
従
業
員
の
数
の
平

均
値
が
、
贈
与
時
（
相
続
開

始
時
）
の
80
％
に
満
た
な
い

場
合（
5
年
経
過
時
に
判
定
）

③
贈
与
者
が
当
該
会
社
の
代
表

権
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
（
贈
与
税
の
特
例
の
場

合
の
み
）

④
後
継
者
が
特
例
対
象
の
非
上

場
株
式
等
の
全
部
又
は
一
部

の
譲
渡
等
を
し
た
場
合

⑤
当
該
会
社
が
解
散
し
た
場
合

又
は
解
散
し
た
と
み
な
さ
れ

た
場
合

⑥
当
該
会
社
が
資
産
保
有
型
会

社
又
は
資
産
運
用
型
会
社
の

う
ち
事
業
実
態
が
な
い
も
の

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合

※
①
及
び
③
に
つ
い
て
は
、
申

告
期
限
の
翌
日
か
ら
5
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内

に
当
該
事
由
が
発
生
し
た
場

合
に
納
税
猶
予
が
打
ち
切
ら

れ
る
。

4
�
猶
予
税
額
が
免
除
さ
れ
る

主
な
事
由

①
後
継
者
が
死
亡
し
た
場
合

②
先
代
経
営
者
が
死
亡
し
た
場

合
（
贈
与
税
の
特
例
の
場
合

の
み
）

③
贈
与
税（
相
続
税
）の
申
告
期

限
の
翌
日
か
ら
5
年
経
過
後

に
、
後
継
者
が
特
例
対
象
の

非
上
場
株
式
等
に
つ
き
贈
与

税
の
納
税
猶
予
の
特
例
の
適

用
に
係
る
贈
与
を
し
た
場
合

④
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
5
年

経
過
後
に
、
当
該
会
社
に
つ

い
て
破
産
手
続
開
始
の
決
定

又
は
特
別
清
算
開
始
の
命
令

が
あ
っ
た
場
合
等
で
税
務
署

長
に
免
除
を
申
請
し
た
場
合

Ⅲ

税
制
改
正
に
よ
る
主
な
改
善
点

①
事
前
確
認
制
度
の
廃
止

経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受

け
る
た
め
の
要
件
と
し
て
の

「
事
前
確
認
制
度
」
が
廃
止
さ

れ
た
。

②
雇
用
確
保
要
件
（
5
年
間
・

雇
用
の
80
％
確
保
）
の
緩
和

改
正
前
は
、
各
第
1
種
基
準

日
ご
と
に
判
定
し
、
80
％
を
下

回
っ
て
い
た
ら
そ
の
時
点
で
納

税
猶
予
期
限
が
確
定
し
て
い
た

（
5
年
間
の
平
均
で
は
な
か
っ

た
）。

③
後
継
者
に
係
る
親
族
内
承
継

要
件
の
廃
止

後
継
者
の
要
件
の
う
ち
、

「
非
上
場
会
社
を
経
営
し
て
い

た
先
代
経
営
者
の
親
族
で
あ
る

こ
と
」
と
い
う
要
件
が
廃
止
さ

れ
た
。

④
民
事
再
生
法
の
規
定
に
よ
る

再
生
計
画
等
の
認
可
決
定
等

が
あ
っ
た
場
合
の
納
税
猶
予

税
額
の
再
計
算
の
特
例
の
創

設
⑤
利
子
税
負
担
の
軽
減

○
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
5

年
経
過
後
に
納
税
猶
予
税
額
の

全
部
又
は
一
部
を
納
付
す
る
こ

と
と
な
っ
た
場
合
、
5
年
間
の

利
子
税
を
「
年
零
パ
ー
セ
ン

ト
」
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

（
5
年
間
の
利
子
税
を
免
除
）。

○
平
成
26
年
1
月
1
日
以
後

の
納
税
猶
予
期
間
中
の
利
子
税

の
割
合
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

⑥
雇
用
確
保
要
件
を
満
た
せ
な

か
っ
た
場
合
に
お
け
る
延
納

・
物
納
制
度
の
適
用

Ⅳ

遺
留
分
に
関
す
る
民
法
の
特
例
の
活
用

「
非
上
場
株
式
等
に
係
る
贈

与
税
の
納
税
猶
予
制
度
」
を
活

用
し
た
事
業
承
継
に
は
、
先
代

経
営
者
の
相
続
開
始
後
に
遺
留

分
権
利
者
か
ら
遺
留
分
減
殺
請

求
権
を
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
事
業
承
継
が
阻
害
さ
れ
て
し

ま
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
問

題
が
あ
る
。

ま
た
、
生
前
贈
与
後
に
後
継

者
の
努
力
に
よ
り
株
式
価
値
が

上
昇
し
た
場
合
で
も
、
遺
留
分

の
算
定
は
贈
与
時
で
は
な
く
相

続
開
始
時
の
評
価
額
で
行
わ
れ

て
し
ま
う
の
で
、
後
継
者
の
経

営
意
欲
を
阻
害
し
て
し
ま
う
と

い
う
問
題
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
業
承
継
に
係

る
問
題
を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
、
後
継
者
は
遺
留
分
権
利
者

全
員
と
次
の
合
意
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
（
経
済
産
業
大
臣
の

確
認
及
び
家
庭
裁
判
所
の
許
可

が
必
要
）。

①
除
外
合
意

後
継
者
が
先
代
経
営
者
か
ら

の
贈
与
等
に
よ
り
取
得
し
た
株

式
等
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い

て
、
そ
の
価
額
を
遺
留
分
を
算

定
す
る
た
め
の
財
産
の
価
額
に

算
入
し
な
い
こ
と
。

②
固
定
合
意

後
継
者
が
先
代
経
営
者
か
ら

の
贈
与
等
に
よ
り
取
得
し
た
株

式
等
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い

て
、
遺
留
分
を
算
定
す
る
た
め

の
財
産
の
価
額
に
算
入
す
べ
き

価
額
を
合
意
の
時
に
お
け
る
価

額
と
す
る
こ
と
。

Ⅴ

事
業
承
継
問
題
解
決
の
た
め
の
有
効
手
段
と

な
る
か

比
較
的
規
模
が
大
き
く
優
良

な
非
上
場
会
社
は
、
高
株
価
に

伴
う
多
大
な
相
続
税
負
担
か
ら

後
継
者
候
補
が
い
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
事
業
承
継
を
断
念
せ
ざ

る
を
得
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

こ
の
特
例
を
適
用
出
来
れ

ば
、
最
終
的
に
特
例
対
象
の
非

上
場
株
式
等
の
80
％
に
対
応
す

る
相
続
税
額
が
免
除
さ
れ
る
の

で
、
事
業
承
継
に
あ
た
っ
て
の

大
き
な
壁
で
あ
る
多
大
な
相
続

税
負
担
が
な
く
な
る
こ
と
と
な

る
が
、
こ
の
特
例
の
創
設
当
初

は
、
事
前
確
認
制
度
と
い
う
煩

わ
し
い
手
続
や
特
例
適
用
後
に

要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場

合
の
多
大
な
リ
ス
ク
（
例
え

ば
、
5
年
間
の
う
ち
に
一
度
で

も
雇
用
を
80
％
確
保
で
き
な
け

れ
ば
そ
こ
で
即
ア
ウ
ト
、
猶
予

税
額
と
そ
れ
に
係
る
利
子
税
を

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

等
。）
に
よ
り
、
二
の
足
を
踏

む
と
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
数
度
の
改
正
に
よ

り
現
状
で
は
事
業
承
継
後
5
年

間
事
業
を
継
続
出
来
れ
ば
、
仮

に
5
年
経
過
後
に
納
税
猶
予
が

打
ち
切
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
で
も
、
上
記
Ⅲ
⑤
、
⑥
な

ど
に
よ
り
負
担
が
大
幅
に
緩
和

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
相
続
税
の

特
例
に
関
し
て
は
、
後
継
者
候

補
が
お
り
事
業
承
継
後
5
年
間

事
業
を
継
続
で
き
る
見
通
し
が

立
つ
状
況
で
あ
れ
ば
、
特
例
を

適
用
し
て
事
業
承
継
を
行
う
と

い
う
こ
と
を
積
極
的
に
検
討
す

る
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
。
一

方
、
贈
与
税
の
特
例
に
関
し
て

は
相
続
の
場
合
と
異
な
り
、
あ

え
て
贈
与
と
い
う
行
為
を
行
う

の
で
あ
る
か
ら
、
事
業
承
継
後

5
年
経
過
後
に
納
税
猶
予
が
打

ち
切
ら
れ
た
場
合
に
は
元
々
納

付
す
る
必
要
の
な
い
贈
与
税
の

負
担
が
発
生
し
て
し
ま
う
こ
と

と
な
る
。
贈
与
税
の
特
例
の
適

用
に
あ
た
っ
て
は
、
よ
り
一
層

綿
密
な
計
画
の
基
、
慎
重
に
行

う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
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